
５）１走行区分はそれぞれの部門を１走行区分。  

６）当該ヒート終了合図（チェッカーフラッグ）後はフィニッシュライン付近

の止むを得ない場合を除き追越を禁止する。チェッカーフラッグを受けた

車両はコースを１周し、速やかにパドックへ戻らなければならない。（Ｗ

チェッカーの禁止）  

７）当該ヒートにおいて、走路外走行を行った周回がベストタイムの場合、公

式記録から削除される  

２６．ピットイン、ピットアウト  

１）ピットレーンは６０ｋｍ /ｈに速度規制される。  

２）ピットインする場合は方向指示器で合図して安全を確認しピットレーンに

進入すること。  

３）ピットレーンにおいて後退ギアの使用は禁止される。  

４）ピットイン、ピットアウトの際は如何なる場合もホワイトラインを跨いで

はならない。  

２７．停車指示  

  競技続行が危険とみなされるドライバー、又は車両については競技長はピ

ットインを命ずるか、あるいは競技から除外することができる。  

２８．競技の中断及び再スタート  

１）安全確保のため緊急に競技を中止する場合  

  事故などにより走路が塞がれたり、又は天候、その他の理由により競技続

行が不可能となった場合は、競技長の決定により赤旗が表示される。赤旗

が表示された場合、直ちに停止できる速度でピットへ移動し、指定された

停車地帯へ車両を止めなければならない。競技は進行状況により赤旗中断

から終了となる場合がある。  

２）競技中断後の再スタート  

  コースがクリアーとなった場合は競技は再開され、ピットエンドのシグナ

ルが緑（点灯）により１台ずつコースインするものとし、コントロールブ

リッジのシグナルが緑（点灯）によりタイム計測を再開する。当該ヒート

の残りの競技時間については競技長が決定する。  

２９．競技の判定  

１）１ヒート２０分のタイムアタックを２回行い、２ヒートのベストラップタ

イムを競技者の成績とし、順位を決定する。  

２）２台以上の車両が同一のベストラップを記録した場合は以下の順に決定す

る。  

 ①セカンドタイムの良好な者。  

  ②ベストタイムを先に計測した順。  

  ③競技会審査委員会の決定による。  

３０．賞典及び賞の制限  

１）クローズド部門 各クラスとも共通  

  １位～３位  

２）ＪＡＦ公認部門 各クラスとも共通  

  １位～３位  

３）賞典の制限  

  参加台数が尐ない場合は、次の通り賞典を制限する。  

 

 

 

 

 

３１．シリーズポイントに関して  

   各クラスのシリーズポイント制限は下記の通りとする。  

 

 

 

 

 

 

 

   

※参加台数２台未満のクラスはクラス不成立とする。  

    従ってシリーズポイントは与えられない。  

※全戦参加（出走した）ドライバーに３ポイントを与える。  

※獲得した全てのポイントが有効ポイントとなる。  

   ※複数のドライバーが同一の合計ポイントであった場合、最終戦における

得点によって上位者を決定する。  

３２．シリーズ賞典  

  「３１．シリーズポイントに関して」より各クラスのシリーズポイントラ

ンキング上位３名にシリーズ賞典を与える。ポイント獲得者が３名未満の

クラスはポイント獲得者に対し賞典を与える。  

３３．損害の補償  

１）参加者及びその関係者は『オーガナイザー、競技役員、コース所有者が一

切の補償責任を免除されていること』を了承しなければならない。  

２）参加者は参加車両及びその付属品が破損した場合は理由の如何を問わずそ

の責任は各自が負わなければならない。  

３）参加者及びその責任者が会場施設、競技運営器物の破損汚損、その他競技

運営車両、人身へ障害を与えた場合は理由の如何を問わず、加害者が全責

任を負うものとする。  

３４．抗議  

１）参加者は不当に処遇されていると判断した時は国内競技規則に従って抗議

をすることができる。但し、審判員の判定、使用コース、計時装置に関す

る抗議は受付けられない。  

２）参加車両に対する抗議は、抗議対象とする箇所を明確に文書に記載しなけ

ればならない。抗議によって必要とされる車両分解費用等は、その抗議が

否決された場合は抗議提出者、成立した場合は抗議対象者が支払わなけれ

ばならない。また抗議提出者はその費用全額を負担することを抗議申請時

に保証しなければならない。  

３５．大会の成立  

  本競技会は第１ヒートが終了した時点で成立したものとする。  

３６．競技会の延期、中止、短縮、合併、分離  

１）保安上、又は不可抗力のため競技会の実施、あるいは続行が困難になった

場合、大会審査委員会の決定により競技会の延期、中止及び短縮を行う。

中止の場合は参加料を返還する。  

２）短縮の場合はクラスごとに順位の判定ができる限り当該クラスは成立した

ものとする。  

３７．参加者の遵守事項  

  参加者及びその関係者は競技会を通じて次の事項を守らなければならな

い。  

  国際モータースポーツ競技規則、同付則、国内競技規則、同付則及び本競

技会特別規則、競技運営上のあらゆる規定、競技役員の指示に従うものと

する。これらに違反するものは競技会審査委員会の決定によりＪＡＦに提

議され、資格停止処分以上の罰則が適用される場合がある。  

３８．競技役員  

  組織委員長 鈴木武志 組織委員 田代昭男 組織委員 福士克二  

  審査委員長 小田切順之 審査委員 岩田精二 競 技 長 小野泰徳  

  副 競 技 長 芹澤裕之 コース委員長 遠藤昌光 計時委員長 天野寿契  

  技術委員長 長田誠記 救急委員長 西田康成 医師団長 山口孝治  

  事 務 局 長 杉山文彦  

３９．本規則の違反（罰則）  

  本規則に対する違反の罰則宣告は競技会審査委員会が行い、訓戒、罰金、

タイムの加算、失格等がその違反の軽重に応じて適用される。  

 

  本規則及び競技に関する諸規則の解釈に疑問が生じた場合は、オーガナイ

ザーの決定を最終とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別規則 書 
 

１．公示  

  本競技会はＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車

連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則、同付則及び本競技会特別規則に従って、地

方競技及びクローズド競技として開催される。  

上記共通規則には、本特別規則が優先する。  

２．大会名称  

  2011 ＦＩＳＣＯ  ＳＰＥＣＩＡＬ  ＳＴＡＧＥ  ＴＲＩＡＬ  ｼﾘｰｽﾞ第１戦  

３．競技種目  

  競技種目：サーキットトライアル  

  ＪＡＦ公認：地方競技  

  ＪＡＦ届出：クローズド競技  

４．オーガナイザー  

  富士スピードウェイ株式会社 代表：加藤 裕明  

  〒４１０－１３０７ 静岡県駿東郡小山町中日向６９４  

富士モータースポーツクラブ（ＦＭＣ） 代表：福士 克二  

  〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南２－３－１８  

  ※主管：富士スピードウェイ株式会社  

５．開催日および開催場所  

  開催日：第１戦 ４月９日（土）  

  開催場所：富士スピードウェイ レーシングコース  

  右回り１周４５６３ｍ  

  ※詳細のタイムスケジュールは公式通知にて示す。  

６．参加申込、問い合わせ先  

  『富士スピードウェイ サーキットトライアル事務局』宛  

  〒４１０－１３０７ 静岡県駿東郡小山町中日向６９４  

  ＴＥＬ ０５５０－７８－２３４０  

７．参加申込受付期間  

  第１戦 ３月９日（水）～３月１５日（火）  

   （参加受付締切日の消印有効）  

８．参加申込に関する規定  

参加台数  内容  

２～３台  １位まで  

４～５台  ２位まで  

６台以上  ３位まで  

参加台数  ﾎﾟｲﾝﾄ対象  

２台  １位まで  

３台  ２位まで  

４台  ３位まで  

５台  ４位まで  

６台  ５位まで  

７台  ６位まで  

順位  ﾎﾟｲﾝﾄ 

１位  １０  

２位  ８  

３位  ６  

４位  ４  

５位  ２  

６位  １  



１）参加申込は参加申込書、改造申告書の記載事項を漏れなく記入し、有効な

自動車検査証の写しと、参加料を添えて現金書留で行う。又は直接サーキ

ットトライアル事務局まで提出すること。（地方競技への参加者は２０１
１年度有効な国内競技運転者許可証Ｂ又はＡの写しを添えること）  

２）申込用紙はサーキットトライアル事務局より取り寄せること。又は富士ス

ピードウェイＨＰ（http://www.fsw.tv/）よりダウンロードすること。  

３）１人のドライバーは１車両で１クラスのみ参加できる。（１車両による重

複エントリーは認められない）  

４）参加車両名は、各参加車両メーカーが定める車名を含め１５文字以内にし

なくてはならない。  

    例 ○○○スープラ  △△△アルテッツァ等  

   但し、オーガナイザーが発行する公式プログラム、公式発表書類、場内放

送などは車両名で行われ、特別な参加車両名を強要することは出来ない。 

５）募集台数は１部門４５台とする。（最大出走台数）  

９．参加申込受理、参加拒否  

１）参加受理  

   参加者に対しては、事務局に申込用紙が提出された時点で参加申込完了と

する。参加申込完了後、正式受理及び不受理の通知を発行する。参加申込

受理後の参加取消しは参加料を返還しない。  

２）参加拒否  

   オーガナイザーは参加申込者に対して、理由を示すことなく参加拒否する

権限を持つ。参加拒否者に対しては、事務局より通知される。  

１０．運転者変更、車両変更、参加申込事項の変更  

１）参加申込受理後の運転者の変更は競技会審査委員会の承認を受けなければ

ならない。（手数料￥１０，０００）  

２）参加申込受理後の車両変更は参加車両に故障、破損等やむを得ない事情が

ある場合のみで、同一部門、同一クラスに限られ、登録事項変更届けを参

加受付までに提出し、競技会審査委員会の承認を受けなければならない。 

１１．参加料（消費税含む）  

   各クラスとも１台１名につき ￥１８，０００  

１２．参加資格  

１）ＪＡＦ公認部門（地方競技）：４輪運転免許証、２０１１年度有効な国内

競技運転者許可証Ａ又はＢ及びＦＩＳＣＯライセンス（レーシングコー

ス）の所持者。（同部門に限りＦＩＳＣＯライセンスは暫定ライセンスも

可）  

２）クローズド部門：ＦＭＣ会員又はＦＭＣ準会員であり４輪運転免許証、Ｆ

ＩＳＣＯライセンス（レーシングコース）の所持者。（ＦＩＳＣＯライセ

ンス所持者はＦＭＣ準会員とする）  

３）２０歳未満の競技運転者は、親権者の競技会参加出場承諾を必要とし参加

申込書に署名捺印がなければならない。  

１３．参加車両（保安基準に合致したナンバー付き乗用車）  

   本競技会に参加できる車両はＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車

両規定第１章第１条競技車両のスピードＢ車両とし、第６章スピードＢ車

両規定に合致したものでなければならない。車両規定に記載されていない

事項については一切の変更及び改造は許されない。改造及び付加物の取り

付けなどにより、技術委員長が安全でないと判断した場合、その指示に従

わなければならない。また車両規定の解釈に対する疑義は技術委員長の決

定をもって最終とする。また次の各項に従ったものでなければならない。 

参加車両は保安基準に適合し、有効な自動車検査証を有する乗用車（軽自

動車を除く）であること。  

１）４点式以上のシートベルトを装着しなければならない。シートベルトはワ

ンタッチ式フルハーネスタイプとし、（Ｙタイプは禁止とする）取り付け

は下記条件に従うこと。  

  ①取り付けは既設の３点式シートベルトを変更することなく、既設のシート

ベルト取り付け装置に着脱できる構造の４点式シートベルトを装着する

こと。  

  ②４点式シートベルトは競技走行中のみ使用できる。  

  ③シートベルト装着による乗車定員変更の場合は各運輸支局等において構

造等変更検査の手続きを行うこと。  

２）車両の前後に牽引フックを装備しなければならない。（既設の車両固定用

フックは使用可）  

３）ガラス製ライト類は、透明のビニールテープ類で飛散防止対策を行うこと。 

４）バッテリーの＋端子は短絡を避けるため絶縁をしなければならない。  

５）完全なオープン車体構造の車両及びコンバーティブル車体構造  

（開閉及び着脱可能な屋根）の車両は４点式以上のロールバーを装着しな

ければならない。（サンルーフは除く）  

  ①競技走行中は幌、ハードトップ等を装着しなければならない。  

  ②コンバーティブル車両とは、Ｔバールーフ、タルガトップ、キャンパスト

ップ等をいう。  

１４．ドライバー装備品  

   すべての参加者は競技中、下記のドライバー装備品を着用しなければなら

ない。また公式車両検査時に車両検査と同時に技術委員の検査を受けなけ

ればならない。  

１）国内競技車両規則第４編付則「スピード行事競技用ヘルメットに関する指

導要網」に従ったもの。ＪＩＳ規格（旧規格のＣ種適合品を含む）、ＳＮ

ＥＬＬ規格に適合したヘルメット。（オープンカーはフルフェイス型ヘル

メットを着用すること）  

２）指の出ない耐火炎性または皮製のグローブ。（レーシンググローブ推奨）  

３）木綿製または耐火炎性の高い長袖、長ズボンの服装。（レーシングスーツ

推奨）  

４）活動的な運動靴等のシューズ。（レーシングシューズ推奨）  

１５．クラス区分  

   過給機付エンジンはもとの排気量の１．７倍の排気量クラスとみなし、ロ

ータリーエンジンはもとの排気量の１．０倍のクラスと見なす。（軽自動

車は除く）但し、車両性能に鑑み、オーガナイザーが参加クラスを決定す

る場合がある。  

   例（1500cc 以下の過給機付ｴﾝｼﾞﾝ（ｽﾀｰﾚｯﾄﾀｰﾎﾞ等）、RX-8 など）  

   ＪＡＦ公認部門（地方競技）  

クラス区分  エンジン容積（換算後）  

ＮＳ－１  661cc 以上～1500cc までのＢ車両  

ＮＳ－２  1501cc 以上～1600cc までのＢ車両  

ＮＳ－３  1601cc 以上～2000cc までのＢ車両  

ＮＳ－４  2001cc 以上～3500cc までのＢ車両  

ＮＳ－５  3501cc 以上のＢ車両  

クローズド部門  

クラス区分 (略称) エンジン容積（換算後）  

ライト級  661cc 以上～1500cc までのＢ車両  

ウエルター級  1501cc 以上～1600cc までのＢ車両  

ミドル級  1601cc 以上～2000cc までのＢ車両  

ヘビー級  2001cc 以上～3500cc までのＢ車両  

スーパーヘビー級  3501cc 以上のＢ車両  

１６．車載カメラ搭載に関して  

   競技会の参加受付までに申請し、自クラスの公式車検時に検査を受けるこ

と。申請書の書式は大会名、クラス、カーＮｏ、氏名（ドライバー名）、

使用目的を詳細に明記すること。又、署名捺印が無きものは受付けられな

い。公式車検以降の受付けに関しては別途￥１０，０００の手数料を申し

受ける。又、その使用目的は個人の観賞、学習のためのみ許される。  

１７．競技番号、指定ステッカー  

１）競技番号は競技会事務局が決定し、参加受付時に支給する。  

２）競技番号は公式車両検査までに左右前部ドアーに、はがれないよう確実に

貼付しなければならない。  

３）大会スポンサーがある場合、オーガナイザーはスポンサーステッカーを交

付する。そのステッカーは指定された場所へ、車両検査時までに参加者が

貼付しなければならない。  

１８．参加確認  

  大会当日は参加受付を実施する。参加受付時には以下のものを提出、又は

提示しなければならない。  

１）正式参加受理書  

２）自動車運転免許証  

３）ＦＩＳＣＯライセンス（レーシングコース）  

４）ＪＡＦ公認部門（地方競技）への参加者（ドライバー）は、２０１１年

度有効な国内競技運転者許可証Ｂ又はＡ。  

１９．公式車両検査  

１）参加車両は公式車両検査を車検場で受けなければならない。  

２）技術委員長は車両検査、改造等が不適正、安全でない車両と判断した箇所

について修正を命ずることができる。  

３）参加者が競技中携行もしくは着用しなければならない前述の１４．ドライ

バー装備品を車両検査時（車検場）に技術委員によって検査される。  

４）公式車両検査を受けない場合、修正できない場合、技術委員長が行う再車

検に応じない場合、検査の結果不合格の場合は失格とし、参加料は返還し

ない。  

２０．車両保管  

１）参加車両は第２ヒート走行終了後、速やかに車両保管場所に入ること。正

式結果発表までその場所に保管される。車両保管場所に入場しない車両は

順位認定の対象にならない。  

２）競技会審査委員会の許可がないかぎり、競技役員以外の車両保管場所への

立ち入りは禁止される。  

２１．再車両検査  

  競技終了後、上位入賞車両及び抗議対象車両について車両の分解、検査等

の再検査を行う場合がある。技術委員長が再車検を行う場合は、参加者も

しくはその代理人が責任を持って車両の分解、組立てを行うものとする。 

２２．ドライバーズブリーフィング  

  ドライバーはタイムスケジュールに従ったドライバーズブリーフィング

及び、競技長が特別に実施するドライバーズブリーフィングに出席しなけ

ればならない。ドライバーズブリーフィングに遅刻又は欠席した場合は競

技に出走することはできない。  

２３．信号旗の意味  

１）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項の規定に基づいて行う。  

  緑旗 ポスト ・・・・・規制解除（コースクリア）  

  黄旗 １本振動・・・・・コース脇、又はコース上の一部に危険箇所あり  

              速度を落として追越禁止。  

２本振動・・・・・コースが全面的、又は部分的に塞がれているよ

うな危険箇所がある。速度を落として追越禁止。 

  赤の縦縞のある黄旗・・・走行路が滑りやすい。注意。  

  白旗・・・・・・・・・・トラック区間に低速走行車有り。  

  青旗・・・・・・・・・・追越車両有り。直ちに進路を譲れ。  

  黒旗・・・・・・・・・・表示されたゼッケン番号の車両は次の周にピッ

トへ停車せよ。  

  オレンジ色の円形・・・・車両に機械的欠陥有り。表示されたゼッケン番  

  のある黒旗        号の車両は次の周にピットへ停車せよ。  

   赤旗・・・・・・・・・・競技の中止。直ちに速度を落とし、必要に応じ

て停車できる態勢でピットに戻ること。  

   チェッカー・・・・・・・競技終了。チェッカー後は追越禁止。  

２）信号合図に従わない場合は罰則が適用され、この判定に対する抗議は受付  

けられない。  

２４．競技に関する規定  

１）公式車両検査に合格したドライバー及び車両のみコースインすることがで  

きる。  

２）走路は白線で明示される。ピット前はコンクリートウォールと白線の間を  

ピットロード（走行路）、白線とピットの間を停車地帯に区分する。  

３）ダンロップコーナーのエスケープロードに進入した場合は、エスケープロ  

ードを直進し、エスケープロードに設置されたシケインを安全な速度で通  

過した後、安全を確認した上でコースに戻ることが許される。但し、正規  

の走路を走行している車両を妨げてはならない。コーナーをショートカッ  

トしたり、ランオフエリアをそのまま走行してコースに復帰した場合、当  

該周回のタイムを抹消する。  

４）あらゆる走行は右回りとし、如何なる場合も逆方向に走行してはならず、 

規定外の走路を走行してはならない。  

５）走行をリタイヤする場合は最寄のコース委員またはピット監視員にリタイ  

ヤ届けを提出しなければならない。  

６）走行中に他の援助（オフィシャル含む）を得た場合は当該ヒートのそれ以

降のタイムを無効とする。  

７）第１ヒートの走行が著しく危険と判断された車両は第２ヒートの走行を認

めない場合がある。  

８）競技役員の指示に従わなかった場合及び参加者の遵守事項を守らなかった

場合は失格とする。  

９）車両保管中、申告なしに競技車両を持ち出したり修理を行ったりした場合  

は失格とする。  

２５．競技方法及びタイム計測  

１）競技は原則として２ヒート行う。但し、天候等の事情により第１ヒート終

了の時点で競技を打ち切る場合がある。  

２）スタートはピットエンドのシグナルが緑（点灯）によって１台ずつコース

インするものとし、競技はベストラップタイムによるタイムトライアルと

する。  


